
令和４年５月
栄養管理報告書結果について
令和５年 板橋区健康生きがい部(保健所) 健康推進課



栄養管理報告書 概要

 各給食施設において、適切な栄養管理がなされ、給食を
通じて利用者の健康増進を推進することができるよう、板
橋区健康増進法施行規則に基づき、給食施設指導のひとつ
として実施。

 毎年５月及び１１月に実施した給食について、栄養管理
報告書の提出を求め、給食管理や栄養管理の状況を把握し
ている。

 報告書の様式は、施設種類に応じて①給食施設 ②保育
所 ③病院・介護施設等 の３種類。

 本集計は、令和４年５月分報告書について、板橋区に提
出があったうち、特定給食施設のみ集計している。



報告書提出施設種類 内訳(①給食施設)

■学校 20％(4施設)

■児童福祉施設（保育所以外）

0％(0施設)

■社会福祉施設 25％(5施設)

■事業所 55％(11施設)

■寄宿舎 0％(0施設)
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施設種類 内訳(②保育所)

■幼稚園 4％(3施設)

■保育所 94％(72施設)

■認定こども園 1％(1施設)

■その他 1％(1施設)
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施設種類 内訳(③病院・介護施設)

■病院 46％(30施設)

■介護老人保健施設 17％(11施設)

■老人福祉施設 25％(16施設)

■その他 12％(8施設)
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常勤管理栄養士・栄養士配置状況(委託含む)

管理栄養士有, 25%

管理栄養士有, 36%

管理栄養士有, 89%

栄養士のみ有 15%

栄養士のみ有, 25%

栄養士のみ有, 5%

両方無, 60%

両方無, 39%

両方無, 6%
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健康増進法では、特定給食施設は栄養士又は管理栄養士を置くよう努
めなければならないと規定しています。



委託の有無

委託有 85%
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委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよう
委託契約書等を備えましょう。



非常時危機管理対策
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食品の備蓄
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非常時においても安心・安全な給食を提供するために、平常時からの
非常時危機管理対策が重要です。



給与栄養目標量に対する
給与栄養量（実際）の内容確認及び評価

毎月実施, 30%

毎月実施, 81%

毎月実施, 75%

報告月のみ実施, 65%

報告月のみ実施, 19%

報告月のみ実施, 23%
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定期的に給与栄養量の内容確認及び評価を実施し、食事計画の改善を
図ることが大切です。



野菜の一人当たりの提供量

提供有, 50%

提供有, 75%

提供有, 14%
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健康日本２１(第２次)では、野菜摂取量目標量(20歳以上)を１日350ｇ
としています。

一食あたり120ｇ以上提供

一食あたり80ｇ以上提供

一日あたり350ｇ以上提供



対象者の把握の有無（①給食施設22施設）
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体格の把握の有無

利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況、生活状況等は、
定期的に把握をし、食事提供に関する計画を作成することが大切です。
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対象者の把握・健康管理部門との連携の有無
（①給食施設）

有

27%

無

73%

健康管理部門との連携の有無

（事業所11施設）

対象者の把握を行い、適切な栄養管理に努めましょう。
事業所においては健康管理部門と連携するよう努めましょう。
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終わりに

年に２回作成する栄養管理報告書を活用し、施設
の給食管理状況を振り返りましょう。

特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項につ
いて（令和２年３月３１日付け健健発0311第２号
別添2）を確認し、施設の適切な栄養管理に努めま
しょう。


